
 

 
 

 

 

 

2025 年 12 月 22 日 

 

インターネット専業支店「つくばのガマぐち支店」における 

マイナンバーカードによる本人確認「JPKI 方式」の導入のお知らせ 

 

 

筑波銀行（頭取 生田 雅彦）は、12月 22 日（月）からスマートフォンを活用したインターネット専

業支店「つくばのガマぐち支店」における本人確認方法として、マイナンバーカードによる公的個人認

証（JPKI）方式を導入いたします。 

 

新方式では、マイナンバーカードの ICチップに格納された電子証明書を活用することで、「つくばの

ガマぐち支店」での口座開設や住所・氏名変更等のお申込みにおけるご本人確認が、従来よりも簡素化

するとともに、より強固に行うことが可能となります。 

※マイナンバーカードに搭載されている IC チップの中にある電子証明書を利用し、登録されている

基本4情報（氏名、住所、生年月日、性別）を公的な機関である地方公共団体情報システム機構（J-LIS）

がリアルタイムにチェックして本人確認を行う仕組みです。 

 

この取り組みは、2027 年 4 月 1日に施行される犯罪収益移転防止法施行規則の改正により、金融機関

等における本人確認が原則としてマイナンバーカードによる公的個人認証に一本化されることに対応

するものでもあります。 

 

 当行では、株式会社野村総合研究所が提供する本人確認クラウドサービス「ｅ－ＮＩＮＳＨＯ（イー

ニンショウ）」アプリを導入し、オンライン上での本人確認とマイナンバー収集を、確実かつ安全に実

施いたします。 

  

当行は、制度改正を見据えた本人確認手法の見直しを通じて、お客さまの利便性の向上と口座の不正

利用防止の両立を図ります。 
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【画面イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

 

 

 報道機関のお問合せ先 

筑波銀行  総合企画部 IR・広報室 

℡ 029－859－8111 


